
（基準日）

現行（年２回の基準日）

基準日の未使用残高
の1/2を供託

3/31 9/30 3/31

（注）実務的な負担も踏まえ、供託額算定の基準日は、年２回（３月末・９月末時点）。
次の基準日まで要供託額を継続する必要。

未使用残高を上回る
供託が生ずることもある

プリペイドカードの未使用残高

プリペイドカードの供託義務の算定（例） 参考資料２

年４回の基準日を適用した場合

3/31 6/30 3/319/30 12/31


